
 

 

 

 

 

 

 

１ 宮城県大崎市の稲わらの管内農家での使用について 

７月１７日、国の暫定許容値を超える放射性セシウムが検出された稲わらを出荷した宮城県

大崎市の業者が、置賜管内の２戸の肉牛肥育農家にも稲わらを販売したことが判明しました。 

これを受けて、置賜総合支庁では、この２農家に対し立ち入り調査を行い、当該稲わらが   

残っていた１農家（飯豊町）から稲わらの提供を受けて放射性物質の検査を行ったところ、   

暫定許容値（３００ベクレル）の１０倍を超える４，１１３ベクレル（換算値）の放射性セシ

ウムが検出されました。 

これら２農家からは、この稲わらを給与した牛が、６月５日から７月１１日の期間に米沢牛

として６頭出荷されました。 

農家 市町村 異動日 出荷頭数 出荷先 

Ａ 飯豊町 ７月４日から７月１１日 ２頭 （株）米沢食肉公社 ２頭 

Ｂ 白鷹町 ６月５日から７月１１日 ４頭 東京食肉市場（株） １頭 

（株）米沢食肉公社 ３頭 

 

２ 県内で流通している米沢牛の状況について 

（１）県は、この２農家に対し当面、この業者から購入した稲わらの給与および飼養している   

肉用牛の出荷・移動の自粛を指導しています。 

（２）すでに出荷された６頭のうち（株）米沢食肉公社に出荷された５頭については、３頭が    

在庫の状態で全量保管中となっています（このうち２頭については放射性物質検査の結果、

暫定規制値５００ベクレルを下回ることが確認済み、残り１頭についても近日中に検査が 

実施される予定）。残りの２頭については、すでに流通していましたが、放射性物質検査の

結果、暫定規制値以下であることが確認されています。 

（３）東京食肉市場に出荷された１頭については、東京都に依頼し、その流通状況を確認して   

いるところです。 

 

３ 現在の対応状況について 

（１）県は、県内牛飼養全農家を対象に、県外産稲わらの管理・給与状況を７月２１日までに    

調査します。その結果、暫定許容値を超える稲わらを給与した牛については出荷自粛を   

要請し全頭検査を実施します。また、それ以外の牛についても全戸でのサンプル検査を   

実施し、問題のある牛肉が出荷され、消費者のもとに流通することがないように万全を   

期すこととしております。 

（２）米沢牛銘柄推進協議会では、７月２１日の役員会において、米沢牛については全頭検査を

実施し、安全が確認されたものだけを出荷する方向で検討を行っています。 

 

 

お 知 ら せ 

 

～ 置賜産の農産物に関する“旬”の情報をお届けします ～ 

第  １  号 

平成２３年７月２１日発行 

おきたま食の応援団事務局 
（置賜総合支庁農業振興課） 

裏面へ続きます



 

（３）７月２０日、知事が鹿野農林水産大臣に対して、「国においても、国民が安全性を理解     

するに当たり誤解を招くことのないような適切で正確な情報発信により、風評被害防止の

ための積極的な安全性のＰＲを講じること」等を内容とする緊急要望を行いました。 

（４）置賜総合支庁では、７月２２日に、行政・農業団体等による米沢牛への風評被害防止に    

係る打合せ会議を開催し、対応の検討を行うこととしております。 

 

 

 

 

○ 「おきたま食の応援団」が始動！ 

７月１５日(金）、ＪＡ山形おきたま南陽支店で「おきたま食の応援団」

設立式を開催しました。 

当日は、置賜地域の生産者や、流通・販売業者、加工業者、旅館・      

飲食店など様々な分野から約８０名の方々にご参加いただきました。  

応援団設立宣言などのセレモニーに続き、「山形おきたま愛の武将隊」

とともに会場が一体となって勝ち鬨をあげ、応援団の“出陣”にふさわ

しい設立式となりました。 

今後は、幅広く会員を募り、おきたま食材応援ウィーク等の取組みや、

置賜産農産物の提供店等に関する情報発信などの事業を実施していき

ます。 

 

○「おきたま旬の食材産地見学会」が開催されました 

７月２０日（水）、「おきたま食の応援団」キックオフキャンペーンイベン

トとして、「おきたま旬の食材産地見学会」が米沢市内で開催されました。 

今回の見学会では、「うこぎ新梢」が取り上げられました。「うこぎ」は、

古くから春の「新芽」が季節の味として親しまれてきましたが、「うこぎ    

新梢」は、５月下旬から９月上旬ころまで収穫を続けることができます。   

当日は、料理店や旅館等の関係者が多数参加し、生産現場の確認やワンコイ

ン摘み取り体験、「うこぎ新梢」を使った料理の試食をしました。 

参加者からは、「うこぎ」の新しい調理方法や、生産者との情報交換につ

いて有意義であったとの感想が寄せられています。おきたま食の応援団では、

今後もこうした交流会を、機会を捉えながら実施して参ります。 

 

 

 

 

 

 

食 の 応 援 団 情 報 

「おきたま食の応援団」の会員を募集しております。 

○「おきたま食の応援団」は、置賜産の農産物を地域全体で応援するための取組みを行っています。

○ 置賜の「食」に関連する事業者など、応援団の趣旨に賛同していただける方であれば、どなたで

も参加できます（入会にあたり、会費等の負担はありません）。 

○ 会員の皆様には、置賜産の農産物や応援団の活動に関する情報等をお届けします。 

○ 詳しくは、事務局までお問い合わせください。 

《事務局》 山形県置賜総合支庁 農業振興課 生産流通担当 

TEL（0238）26－6051（直通）    FAX（0238）21－6941（直通） 

 


